
大和市告示第１９４号 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

平成３０年９月２６日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱（平成２２年大和市告示第１６号）の一

部を次のように改正する。 

別表第３６号中「大和市下鶴間１５０６番地４」を「大和市中央林間九丁目２７番１３号先」に改

め、同表第５８号中「大和市下鶴間１６０８番地先」を「大和市中央林間八丁目３番１号先」に改

め、同表第１７６号中「大和市下鶴間１５２０番地先」を「大和市中央林間九丁目１９番１号先」

に改める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月９日から施行する。 


